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① 国内外のエリア別費用上限額 

(ⅰ)国内宿泊費上限額 

                                        単位：円 

地方 

区分 

都道府県 地域 宿泊費上限額 

（１夜当たり） 

甲地方 埼玉県 さいたま市 10,900 

千葉県 千葉市 

東京都 特別区 八王子市 立川市 武蔵野市 三鷹市  

府中市 調布市 町田市 小金井市 国分寺市  

国立市 狛江市 多摩市 稲城市 西東京市 

神奈川県 横浜市 川崎市 横須賀市 鎌倉市 三浦郡葉山町 

愛知県 名古屋市 

京都府 京都市 

大阪府 大阪市 堺市 岸和田市 豊中市 池田市 吹田市  

泉大津市 高槻市 貝塚市 守口市 枚方市 茨木市 

八尾市 泉佐野市 富田林市 寝屋川市 和泉市  

箕面市 高石市 東大阪市 

兵庫県 神戸市 尼崎市 西宮市 芦屋市 伊丹市 宝塚市 

福岡県 福岡市 

乙地方 甲地方以外の地域 9,800 

注）上記の宿泊費は税込金額となります。 

 

(ⅱ)海外宿泊費上限額 

             単位：円 

目的地 宿泊費上限額（１夜当たり） 

指定都市 19,300 

甲地方 16,100 

乙地方 12,900 

丙地方 11,600 

 

指定都市・・シンガポール、ロサンゼルス、ニューヨーク、サンフランシスコ、ワシン

トン、ジュネーブ、ロンドン、モスクワ、パリ、アブダビ、ジッダ、クウェ

ート、リヤド及びアビジャン 

甲地方・・北米地域、欧州地域及び中近東地域として財務省令で定める地域のうち指定都

市の地域以外の地域で、財務省令で定める地域 

乙地方・・アジア地域(本邦を除く)、中南米地域、大洋州地域、アフリカ地域及び南極
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地域として財務省令で定める地域のうち指定都市の地域以外の地域で、財

務省令で定める地域 

丙地方・・指定都市、甲地方及び丙地方の地域以外の地域(本邦を除く) 
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